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情報通信審議会 情報通信政策部会 

デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第６１回 議事録 

 

１ 日時：平成２４年１月２３日（月）１０：００～１１：４０ 

２ 場所：総務省 合同庁舎２号館 第１特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

（１） 委員（専門委員含む） 

村井 純（主査）、浅野 睦八、井川 泉、池田 朋之、石井 亮平、   

石橋 庸敏、伊能 美和子、植井 理行、華頂 尚隆、河村 真紀子、   

佐藤 信彦、椎名 和夫、関 祥行、田胡 修一、田村 和人、鶴田 雅明、

長田 三紀、畑 陽一郎、藤沢 秀一、堀 義貴 

（以上２０名） 

（２） オブザーバー 

桑津 浩太郎（野村総合研究所）、高澤 宏昌（ＴＢＳテレビ）、      

元橋 圭哉（日本放送協会）、松隈 天（ＮＨＫラジオセンター）、         

村上 敬一（デジタルメディア協会）、山中 弘美（文化庁） 

（３） 事務局 

竹村情報通信作品振興課長 

（４） 総務省 

佐藤政策統括官、阪本官房審議官、黒瀬情報流通振興課長、松本情報流通作品

振興課課長補佐 

 

４ 議事  

（１） 検討委員会の進め方について 

（２） コンテンツ製作・流通の概況と総務省の取組 

（３） 構成員等からのプレゼンテーション 

（４） ディスカッション 
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【村井主査】  おはようございます。それでは、ただいまから情報通信審議会デジタ

ル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会の第６１回の会合を開催させていただ

きます。 

 委員の皆様は、大変お寒いところ、また、お忙しいところをお集まりいただきましてあ

りがとうございました。 

 専門委員の交代、役職の変更等がございまして、席上に参考１、構成員一覧が配付され

ていると思いますが、そちらをご参照願います。 

 本日ご欠席の委員、それから出席されているオブザーバーに関しましても、いつものよ

うに席上に配付されている資料のとおりです。よろしくお願いします。 

 さて、この会議ですが、第６次の中間答申以降、地上デジタル放送の新たなコンテンツ

保護方式に絞って議論を進めていたというのが現状でございます。前回の会合までに一定

の方向性が示せたと考えておりますので、引き続きフォローアップをしながら、必要に応

じて皆様と議論をするということになるかと思います。 

 さて、この委員会では、地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政が果た

すべき役割というテーマのうち、デジタル・コンテンツ流通等の促進に関する事項及びコ

ンテンツ競争力の強化のための法制度の在り方の２つの諮問事項について検討することに

なっております。先ほどの新方式というのは、この中のデジタル・コンテンツ流通等の促

進の一部として議論をしてきていただいたということになるわけです。そのコンテンツ保

護方式、新保護方式の導入についての目処がつきましたので、この６次にわたる中間答申

の宿題を議論する必要があり、その他の事項に向けて答申を取りまとめるというのが今回

からの新しいスタートということになります。 

 具体的には、皆様ご案内のとおり、この新方式に焦点を当てていた間に生じた最も大き

な変化は、ネット配信の進展、クラウドの登場、そしてスマートフォン、タブレット端末

の普及がありまして、最初に本委員会で議論をしていた時から、本当に状況が大きく変化

しました。議論における予想の範囲に入っていたとはいえ、その普及の度合いというのが

現実化し、それに対する技術やマーケットの発展、変化というものが出てまいりました。

それに伴い、コンテンツの流通、視聴の形態が大きく変わりつつあり、コンテンツ製作の

在り方にも影響が及んでいるというのが現状だと思います。そして、マーケットに関して

は、国内の市場が停滞しており、一方では海外における日本のコンテンツに対する根強い

ニーズというものもあり、グローバルなマーケットが発展してきているわけですから、関
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係者が協力してコンテンツの海外展開等々に取り組むということが課題になっているとい

う状況です。 

 検討におきましては、最近のコンテンツ製作・流通の現状等について、委員や関係者の

皆様からのヒアリングをしながら、ただいま申し上げたような変化、それから課題を理解

をして、この辺りに関する議論を深める必要があると考えておりますので、本日はそうい

った課題から、本委員会の進め方について事務局から説明の後、野村総研様、ＮＨＫ様、

それからＴＢＳ様からプレゼンテーションをいただき、現状と課題を皆様と共有して、質

疑、議論をするということで進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、まず、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

【松本情報通信作品振興課課長補佐】  本日の配付資料につきましては、座席表、議事

次第のほかに、資料１から５、資料４につきましては２分冊になっております。その計７

点を配付させていただいております。過不足等ございましたら、事務局までお申しつけく

ださいませ。 

 あわせまして、１０月３１日に開催いたしました前回会合の議事録につきましては、構

成員の皆様にご確認いただきまして、村井主査にご承認をいただき、総務省のホームペー

ジに公開をしているところでございますので、あわせてご報告申し上げます。 

 以上でございます。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

 それでは、議事に入りたいと思います。まず最初は、検討委員会の進め方についてとい

うことでございまして、これも事務局からの原案というものがありますので、説明をお願

いいたします。 

【竹村情報通信作品振興課長】  それでは、資料１に基づきまして説明をさせていただ

きます。 

 先ほど村井先生からもお話ありましたとおり、本検討委員会においては２件の諮問を受

けてございます。１つは、地上デジタル放送の利活用の在り方と普及に向けて行政が果た

すべき役割のうち、デジタル・コンテンツ流通等の促進ということでございます。本検討

委員会は平成１８年９月に設置されまして、今まで３次にわたって答申を取りまとめてい

ただいております。答申に沿いましてコピー制御方針の改善ですとか新たなコンテンツ保

護方式の導入が進められてきたわけでございます。また、委員会の中では、関係者の検討



 -4-

状況についてフォローアップするほか、コピー制御方式について著作権保護技術の進展、

あるいは視聴者の意識や行動の変化等に合せて適宜見直していくこと、それからクリエー

ターへの対価の還元方策について補償金制度以外の側面から継続して検討することが課題

とされているところでございます。 

 それから、２番目として、平成１９年にコンテンツ競争力の強化のための法制度の在り

方について諮問しております。これにつきましては、２次にわたりまして答申をまとめて

いただきまして、民間主導による試行錯誤と創意工夫によってコンテンツの取引の促進を

図ることを基本的な姿勢にしつつ、コンテンツ製作力の再生・強化、権利処理の効率化体

制の整備、新たなプラットフォームの開拓等の具体策を提言いただいているところでござ

います。また、収益性の高いビジネスモデルの在り方ですとかコンテンツ・ビジネスに係

る総合的なビジョンと戦略について検討を進めるということが宿題になっているところで

ございます。 

 次のページをごらんください。この状況を踏まえまして、今後の検討方針でございます

が、上記２件の諮問について、本委員会における審議を活発化し、最近の状況について検

証を行い、本年夏を目途に答申案を取りまとめることにしてはいかがということでござい

ます。 

 まず、デジタル放送のコピー制御方式、不正コンテンツの流通の現状等の検証でござい

ますが、これは視聴者ですとか、あるいはネットユーザーに対するアンケート調査も踏ま

えまして、議論を深めていきたいというふうに考えてございます。それから、コンテンツ

製作・流通の現状、コンテンツ競争力強化に向けた取組等の検証につきましては、先ほど

先生からお話がありましたとおり、２年あまりの間に環境がかなり進んでおりますので、

その間の官民の取組ですとか今後の課題について、委員の皆様や関係者からヒアリングを

しながら検討していきたいと考えております。上記の２つの検証を踏まえまして、コンテ

ンツ製作・流通の拡大に向けて早急に取り組むべき課題、それから今後の取組の方向性に

ついて整理をしていきたいと考えております。 

 次のページをごらんいただきまして、検討スケジュールでございます。本日、第６１回

会合におきましては、映像等のネット配信への取組についてプレゼンをいただき、議論を

していきたいと考えてございます。 

 次回、６２回会合につきましては２月１４日に予定しておりますけれども、２月上旬に

ＲＭＰセンターの新体制の方針が固まるということで、その進捗状況について、まずご報
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告をいただき、それから、コンテンツ権利処理の効率化への取組ですとか海外展開への取

組、それからラジオ放送のＩＰサイマル配信への取組等についてプレゼンをいただき、検

討していきたいと考えてございます。 

 第６３回、次々回につきましては、コピー制御方式等に関するユーザーの意識調査です

とか、最近のコンテンツ不正流通の現状について、いろいろなアンケート調査等もまとま

りますので、ご報告して検討をしていき、それから、新しいメディアとコンテンツ製作、

あるいはスマートテレビなどのプラットフォームへの流通ということについても検討をし

ていきたいと考えてございます。 

 こういった議論を踏まえまして、５月、６月に課題の抽出と今後の取組の方向性につい

てディスカッションをして、７月ごろに親会であります情報通信政策部会に報告し、最終

的に情報通信審議会の答申として取りまとめていただきたいというものでございます。 

 最後のページでございますが、今までの中間答申の抜粋でございます。ここでいろいろ

な課題が宿題として提言されているということでございます。 

 説明は以上でございます。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

 基本的にはひととおりご説明をいただいて、最後に全てまとめて議論していただこうと

思いますが、今、クイックに何かご質問、ご意見等ございましたらお受けしておこうと思

いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、また何かありましたら、後でご発言いただくということで事務局ではこのス

ケジュールにて進めていただくということで、次の議題に入ります。 

 それでは、コンテンツの製作・流通の概況と総務省の取組について説明をお願いいたし

ます。 

【竹村情報通信作品振興課長】  それでは、資料２に基づいて説明をさせていただきま

す。 

 １枚おめくりいただきまして、現状認識でございます。インターネットによるコンテン

ツ流通の増加ですとかデバイスの多様化・高機能化、視聴形態の変化、それから国内市場

の停滞、新興国の市場拡大ということで、コンテンツの製作・流通の環境が大きく変わっ

ております。それがコンテンツ製作・流通に既存メディアの広告収入の減少と番組製作費

の削減という形であらわれている一方、新しいメディアや視聴形態、新市場に対応したコ

ンテンツニーズが生じてきておりまして、コンテンツの二次利用の促進ですとか製作機会
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の増加につなげていかなければいけないということでございます。課題としましては、コ

ンテンツ製作・流通環境の整備、新しい流通プラットフォームの検討、それからコンテン

ツの国際展開の推進に取り組んでいく必要があるということでございます。 

 ３ページに参りまして、日本のコンテンツ市場は、ここ数年、１１兆円規模で推移して

おりますが、世界全体のコンテンツ市場はより大きな成長が予測されるということでござ

います。 

 ４ページに参りまして、コンテンツ市場の中で映像コンテンツ市場が約半分を占めまし

て、その７割がテレビ番組ということでございます。 

 ５ページに参りまして、６割を占めます地上波放送局の収益が停滞している一方、有料

放送の収益が増加している状況にございます。こういった形で多メディア化が進んでいる

ということでございます。 

 ６ページに参りまして、インターネット広告費の増加に対して、他のメディアの広告費

は減少しているということでございまして、テレビの広告費も２兆円以上あったものが１

兆７,０００億円程度に減少しているという状況にございます。 

 ７ページに参りまして、こういった影響を受けまして、テレビ局の売上高ですとか番組

製作費が削減される傾向にあるということでございます。 

 ８ページに参りまして、一方で新しいメディアであるインターネットの利用者数は一貫

して増加をしている状況にございます。特にモバイル端末を通じてインターネットを視聴

される方が増えているという現状にございます。 

 ９ページに参りまして、最近の新しい動きとしてスマートフォンの拡大ということで、

今後約５年間のうちに約７倍、契約数が増えるだろうというふうに予想されてございます。

これは日本だけではなくて、世界的な傾向だということでございます。 

 １０ページに参りまして、こういった新しいモバイル端末向けに動画配信サービスとい

うものが出てきているということでございます。１つの例としてＢｅｅＴＶというものを

挙げてございますけれども、モバイル視聴に特化した短時間のドラマですとか音楽映像、

アニメなどの動画配信サービスを行っていて、順調に加入者が伸びているということでご

ざいます。 

 １１ページに参りまして、携帯端末向けマルチメディア放送ということで、今年の４月

からこういったサービスが開始される予定でございます。無料、または有料でモバイル端

末向けのさまざまな放送サービスを提供していくと。特徴としましては、リアルタイム型
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放送と蓄積型放送を使い分けまして、さまざまな視聴シーンに対応していくということで

ございます。 

 １２ページに参りまして、ネット動画配信の拡大ということで、ここ最近、特にＶＯＤ

の市場が拡大してきているということでございます。後ほど委員の方からご説明がござい

ますけれども、放送事業者によるＶＯＤサービスですとかラジオのＩＰサイマル放送の取

組も本格化をしてきているということでございます。 

 １３ページに参りまして、ＰＣやスマートフォンだけではなくて、テレビ受信機自体も

ネット接続をされて新しい形態に変化していくということでございます。スマートテレビ

の登場ということで、スマートフォンですとかタブレットＰＣなどのモバイル端末との連

携も視野に、テレビの新しい姿が変わっていくということでございます。 

 １４ページに参りまして、スマートテレビの普及見込みということでございますけれど

も、国内外で急速な普及拡大が見込まれているという状況にございます。 

 １５ページに参りまして、クラウド型配信サービスの登場ということで、従来、自分の

ハードディスクで保管していた写真、動画、音楽等をネットワーク上のサーバに蓄積をい

たしまして、いつでもどこでもマルチデバイスで利用できるようにしたサービスが出てき

ているということでございます。中には定額料金で見放題、聴き放題のサービスをしてい

るところもございまして、図にありますように国内外でさまざまな事業者がサービスを開

始しております。 

 次に課題と総務省の取組でございます。 

 １７ページに参りまして、我々、総務省の重点目標としましては、１つ目は、コンテン

ツ製作・流通環境の整備ということ、２つ目は、新しいコンテンツの流通プラットフォー

ムの検討ということ、３つ目は、コンテンツの国際展開の促進ということで、記載のとお

り、さまざまな政策課題に取り組んでおります。 

 １８ページに参りまして、課題として、二次利用ということでございますけれども、権

利処理が非常に煩雑である、あるいは不明権利者の探索にも多大な労力が必要であること

が二次利用を阻害する一因になってございます。こういった権利処理業務に関する時間と

費用を大幅に削減する必要があるということでございます。 

 １９ページに参りまして、権利処理一元化の推進ということで、３年計画で放送事業者

や実演家団体の方々と協力して実験に取り組んでおります。 

 ２０ページに参りまして、動画投稿サイトやＰ２Ｐファイル共有ソフトの利用が国民の
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中に進展をしておりまして、これらを利用したコンテンツの不正流通が正規流通の阻害要

因になっているという現状がございます。 

 ２１ページに参りまして、コンテンツ不正流通対策の推進ということで、これにつきま

しても関係者と連絡会を開催いたしまして、コンテンツの不正流通を抑止、監視する体制

の整備等の実験に取り組んでいるところでございます。 

 ２２ページに参りまして、製作取引の適正化に関するガイドラインということで、私ど

も２１年２月に放送コンテンツの取引適正化ガイドラインを策定いたしまして、下請法で

すとか独占禁止法上問題となり得る事例ですとか留意すべき点をガイドラインに示したと

ころでございます。最近の公正取引委員会の調査によりますと、下請法の違反事例が増加

しているということで、改めて放送事業者ですとか番組製作会社に対するヒアリングを実

施して、このガイドラインのフォローアップをしっかりやっていきたいと考えてございま

す。 

 ２３ページに参りまして、先ほど申しましたスマートテレビの推進につきましては、ブ

ラウザの標準化等に関する実証実験を行って取り組んでいきたいと考えてございます。平

成２４年度に約２億円の予算を用意してございまして、２年計画で実証実験に取り組むと

いうことにしてございます。 

 ２４ページに参りまして、放送コンテンツの輸出状況でございますけれども、国際展開

が大きな課題になっている一方、なかなか韓国に比べて輸出金額が伸び悩んでいるという

現状にございます。 

 ２５ページに参りまして、海外への情報発信強化ということで、これは東日本大震災の

風評被害対策ということも含めましてコンテンツの海外への情報発信強化に努めていくと

いうことで、２３年度の第３次補正予算で約８億円の予算を確保して情報発信に取り組ん

でいくということにしてございます。 

 最後、２６ページでございます。国際共同製作による地域コンテンツの海外展開という

ことで、コンテンツの振興と地域の振興を踏まえまして、コンテンツの国際共同製作に取

り組んでいくということでございます。 

 以上、駆け足になりましたが、説明を終わります。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

 何かご質問、ご意見等ございましたら伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 それでは、また何かありましたら、後で議論をしていただきたいと思います。 
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 それでは、３つ目の議題としては、構成員等からのプレゼンテーションを用意していた

だいております。野村総研様、ＮＮＫ様、ＴＢＳ様、それぞれに先ほどから話題になって

おります最新の映像配信やそのマーケット、サービス等の動向についてご発表いただきま

す。まずは野村総研の桑津様、お願いいたします。 

【桑津オブザーバー】  ただいまご紹介にあずかりました野村総合研究所、桑津と申し

ます。それでは、国内外における音楽・映像等のコンテンツ、特にクラウド型サービスの

動向と市場の変化の状況について、簡単にご紹介させていただければと思います。 

 １枚おめくりいただきまして、今年はコンテンツという観点でいいますと、おそらく残

されていた最後のアナログコンテンツでありました書籍がネットワークに来ました。見方

としましては、既にでき上がってきたものがデジタルの環境に移ってくるというのは、こ

れでほぼ打ちどめだろうという状況でございまして、これがおそらくコンテンツ産業から

しますと、既存のあるものを乗りかえていきますということでは、おそらく最後のマーケ

ットになったという状況でございます。これは現状、１,７００億円ぐらいのマーケット

規模感はあるだろうと我々、予測しております。以降、グラフが続いておりますので、ポ

イントだけを駆け足でご説明させていただきます。 

 ２ページ目でございますが、このマーケットが伸びた一番のポイントは、当然、仕組み

ですとかコンテンツとかあったわけですが、振り返ってみますと、おそらく端末が最後の

ボトルネックをつぶしたということでございまして、ネット環境が整備された後、一番難

しいと言われていました端末ができ始めたということで、このマーケットが今、まさにテ

イクオフしつつあるというのが現状でございます。それを追いまして、比較的、ストラク

チャードなパブリッシング・マーケットであります新聞ですとか雑誌の領域も、これを追

いかけて上っていきますということでございまして、消費者向けの記事配信マーケット等

がこれから立ち上がるということが予想される次第でございます。 

 ４ページ目でございますが、これらのマーケットの背景にあるものということで、あえ

て一つ確認させていただいておりますのが音楽なんですが、音楽は配信マーケット自体、

実はこの数年、劇的に伸びていたわけではなかったんですが、これからもう一度、再成長

モードに入るのではないかという予測がされております。これが今回のマーケットの環境

変化の第一のポイントでございまして、平たく言いますと、スマートフォンがマーケット

を活性化した、もしくは底上げしつつあるという状況でございます。これは特に定額制ク

ラウド等を含めまして、２０１２年ぐらいからいろいろな国において、今までネットワー
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ク化によりまして若干成熟といいますか、少しマーケットが縮みかかっていたところが再

度、成長傾向に転じる兆しが出始めたという状況でございます。これは以後出てきますマ

ーケットの各セグメントにおいても、スマートフォンによる影響、スマートフォンによる

上積みというものが立て続けにつながって出てくるという状況でございます。 

 まず、モバイルのコンテンツ、こちらはスマートフォンの内部でございますが、エンタ

メとか情報サービスということで、これも表示量が多い、もしくはアクセスがしやすいア

プリケーションが出てくるということで、今までわりと伸びがとまっておった領域につき

ましても、緩やかな再成長傾向が出ております。これは５ページ目です。 

 ６ページ目は、先ほどご説明がありましたモバイルマルチメディア。日本が実質先行し

まして、今年から始まりますということで、マーケットの予測でございます。 

 ７ページが有料のビデオオンデマンド。テレビは比較的ゆっくりと伸びてきたわけでご

ざいますが、携帯端末を対象としたマーケットが新しくでき上がったということで、有料

なビデオオンデマンドマーケットにつきましても、２０１６年に向けて、これから成長と

いいますか、少なくとも伸びが続くというふうに私どもは想定しております。ということ

で、従来のパソコン、テレビに加えまして、スマホが普及し始めたことによりまして、各

コンテンツマーケットというのが一定の刺激を受け、底上げをされているというのが今の

マーケットの状況です。 

 ８ページ目ですが、話題になっておりましたソーシャルメディア広告等も、これは堅調

な伸びにとどまるということでございまして、改めて見ますと、ソーシャルメディア、マ

ーケットへのインパクトはすごく大きいんですが、動いているお金そのものを表面的に見

る限りにおいては、そこまで大きくはないという状況でございまして、コンテンツという

のに比べますと、若干、規模感に劣るという状況でございます。 

 その横で、テレビコマーシャル等で非常に派手にやっておりますソーシャル系のゲーム

が９ページ目でございますけれども、こちらに関しましても、１０年、１１年、携帯系の

ゲームに関しまして、若干、失速の傾向があるのではないかという予測を去年とかやって

いたわけでございますが、思った以上にすそ野が広がっている状況でございまして、むし

ろ、既存のゲームマーケットがこちら側に移ってくるということで、これは伸びていると

いうべきなのか、どちらかというと、従来型のゲームの部分がこちらにシフトしてきてい

るというのが実態に近いのかなというように思われます。 

 同じくモバイル系が需要を増やしにかかったというのが１０ページ目のネット広告でご
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ざいます。これも従来の部分は、依然として伸びておったんですが、若干、伸びが緩やか

になりつつあったところにモバイル系の上積み、特にスマホによりまして画面の表示量、

あるいはデータの提供の仕方が洗練されてきたという形でマーケットを伸ばす方向に転じ

るという状況でございます。 

 １１ページ目、これはサイネージでございまして、そこまでは大きく変わりませんとい

うことで飛ばします。 

 以上、いろいろなところでスマホが伸びる、スマホのせいで伸びるという言い方をして

おりまして、ちょっと背景をコンテンツ産業側の視点で改めて確認したものが１２ページ

目でございます。これは各社がいろいろな予測をしておりますが、定義にもよるわけでご

ざいますけれども、確実に言えますのは、今後販売されてくる携帯電話の主力が、いわゆ

るフィーチャーフォンからスマートフォンと呼ばれるようなものにシフトしているのは事

実でございます。これがいろいろなコンテンツ系のマーケットの底上げ、もしくは刺激を

与えているというのが今の現状でございます。 

 一方で、スマホの影に隠れているのがもう一個のトレンドであります伝送速度の問題で

ございまして、今年はご存じのようにＬＴＥが本格普及し始める年でございます。これは

供給サイド側から見ますと、ちょっとおもしろい状況になっておりまして、従来、コンテ

ンツは固定のほうが高速で提供できて、それをスピードにおくれています携帯が順次提供

していくということで、必ず後追いになってくるという二重構造になっておりました。と

ころが、現在、ＬＴＥが本格的に普及しますと、利用者視点では、おそらく実質的にスピ

ードの差というものを感知することはできないだろうということで、画面の大きさに差は

あるんですけれども、固定の利用者の一部におきましても、もう固定要らない、ＬＴＥだ

けでいいじゃないという方々が出始めてきたということで、すべてが１つになるというわ

けではありませんが、利用者視点で見ますと、ＬＴＥの普及は固定と移動というのを実質

的に一本化するということで、画面サイズとか利用環境に差はあるんですけれども、利用

者視点では固定と移動体の区別が今年からはなくなるのかなという方向でございます。こ

れも小さな通信事業者観点で見れば、例えばネットワークを別々に構築、運用するという

ことは、これは非常に非経済だなということで、もう１つでいいじゃないのかという議論

が特に諸外国系ではこの流れが加速していくのかなというふうに思われます。 

 一方で、先ほどからスマホ、スマホ、スマホと言い続けているわけですが、スマホがも

う既に起きている変化だとしますと、今後のターゲットとしましてスマートテレビに注目
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が集まっているというのは我々だけが考えているわけではなくて、皆さんのご意見の一致

するところかと思います。一つとしましては、日本のマーケットを見ていますと、実はご

存じのように、今後３年間、日本のテレビマーケット、販売はどん底が続きます。需要を

先食いしてしまいましたので、家電量販店等を見ましても、かなり失速しております。今

回、ケーブルテレビの予測なんかも、実はちょっと外したんですけれども、非常に今、難

しい状況で、この１２月あたりから有料放送に関しての前年底割れというのがものすごい

勢いで続いております。今、かつて例を見ないコンテンツそのものに関しての市場の縮小

といいますか、一回、足踏みが起きています。みんながテレビを一生懸命買いましたと。

有料放送に頑張って入りましたと。でも、それほどじゃないですね、地デジやＢＳでいい

ですよという方々が一部出始めたことで、ちょっとマーケットが今、足踏みの状況を迎え

ております。テレビの購入に関していいますと、おそらく３年分は先食いしてしまいまし

たので、新しいテレビを買って有料放送に入ろうという動きは、これからしばらくとまる

と見ております。ただし、その間に、本来、テレビが果たすべき方向性を、スマホを刺激

としまして、新しいテレビをつくろうという動きは、これは日本だけじゃなくて、世界中

でこれから一気に活性化するということで、スマホが今起きている変化だとしますと、ス

マートテレビというのはこれから起こすべき変化というふうに市場で認識されたというこ

とです。 

 その切り口の１つが１５ページでございまして、現状、テレビというのが衛星ですとか、

あるいは地上波、ケーブルといった複数のパイプを受けているものでございますが、今現

在はデバイスの多様化ということで、パソコンであったりスマホであったりという形で非

常にサービスが分散化しているという状況でございます。ただし、これが未来永劫、分散

化するのか、改めてテレビのマーケットをほかの端末のサービスが侵食しているわけです

が、冷静にこれをすべて横並びに見たときに、やはりテレビが強いんじゃないかという意

識が、絶対的なキングじゃないかもしれませんけれども、相対的に見ればやっぱりこれが

キングだろうという議論が出始めました。ということで、今、端末にたくさんのコンテン

ツが分散したわけですが、やはりテレビ事業者、もしくは放送事業者の方からしても、例

えば地域視点のソーシャルメディアみたいに、今まで分散化したものをもう一回、リビン

グのほうに束ね直すことができるんじゃないか、その際のプライムは、やっぱりこれはテ

レビじゃないかということで、ほかのメディアをもう一回、なくす、駆逐するではなくて、

たくさんある生態系の中において、テレビの相対的な優位点にもう一回、注目する必要が
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ある。これを３年ぐらいのレンジでやろうというのがおそらく今、コンテンツ系の方々が

注目されているところでございまして、スマホによって刺激を受けてきたところです。例

えばネットテレビの議論が出ているわけですが、１０年ぐらい前にネットテレビが出たと

きに、リビングルームで電子メールをみんなで見るなんていうのはありえない、どんな罰

ゲームだという話があったわけですけれども、地域のコンテンツという議論を見た場合は、

これは逆にひとりで携帯で小さい画面で見るべきじゃないんじゃないかという議論がやっ

ぱり改めて出てきたという状況でございまして、そういう面で、テレビの新しいリポジシ

ョニングというか、再評価ですね、これをするのが事業機会があるんじゃないかというふ

うに営利系の方々が考え始めたというのが今の現状です。 

 実際、米国等を見ますと、状況が少し変わってきたというのが１６ページ目でございま

して、これは先ほど出てきましたＮｅｔｆｌｉｘですとか、あるいはｈｕｌｕとかなんで

すが、テレビに対する見方が少し変わってきたのかなということで、日本にいるとあまり

考えにくいんですが、テレビにくっついているゲーム機があるわけですが、Ｗｉｉですと

かＰＳ３、ＸＢＯＸ３６０とあるわけですが、こちらに動画を配信して見る方々が、例え

ば米国の場合、一定量出てきたという状況でございまして、いわゆるテレビを介して、放

送もそうですが、ゲーム以外のコンテンツとかをダウンロードして見ましょうという方々

がおそらく３００万とは申しませんが、アクティブでも３０万から１００万ぐらい出始め

たという状況でございます。こういったものを受けまして、Ｎｅｔｆｌｉｘやｈｕｌｕが

伸び始めて、若干、量は増えているということでございます。 

 それを受けまして、１７ページでございますけれども、広告主体とか有料課金とか副業

があるとか、基本はサービスであるということで、多様な事業者がいろいろなモデルで参

入してきました。現状、欧州と日本と米国とを見たのが１８ページでございまして、やは

り２つの方向に分かれてきたなということです。画面そのものがコンテンツと、それから

ネット系のものが融合されたスマートテレビであるということは変わりありません。た

だ、１８ページのグラフに出ていますように、縦軸でいう、これはあくまで放送なんだと。

ネット技術はコンポーネントだと。文字放送のかわりにネットのテキストを使うんだとい

うものや、既存の放送事業者が秩序立ってコンテンツのコントロールをしっかり行いまし

ょうという取組が出てくる一方で、米国のようにネットの上にケーブルテレビ事業者があ

っていいだろうと、我々はそれを目指すといった非常にシンプルなサービス群の２つがマ

ーケットに出てきております。今、どちらが注目を集めつつあるのかなというように言う
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と、左下のほうは比較的、参入が簡単でしたので、先ほど言ったようなｈｕｌｕやＮｅｔ

ｆｌｉｘみたいなものが下のほうで出てきています。一方、我々としては右上のほう、特

に欧州の事業者がこの方向でのアプローチを強めておりますので、次世代テレビに関しま

してのコンテンツの作成、もしくは立ち位置というところで、右上の側におそらく今年の

皆さんの注目は進むんじゃないかと。ドイツのＨｂｂであったり、Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｉｔ

ａｌｉａといったところに各社の注目が集まってくるというふうに私どもは見ています。 

 長くなりましたが、その一方で、今回のお題でありますクラウドの基盤の移行ってどう

なっているんだという議論であります。クラウドというのは何ですかという議論をします

と、ネットワーク上の分散した仮想化した環境内に行けますという議論と、先ほど総務省

様の資料でありましたようにネット側にコンテンツが蓄積されていて、利用者から見てい

るとどこにあるかわからないから、それをクラウドと呼ぼうという形で定義が結構分かれ

ております。ここでは厳密な意味のクラウド、つまり、複数のデータセンター系に分散し

ているという想定をしておりますが、現状、コンテンツ事業者、特にゲームとかコンテン

ツ配信の方々を見ますと、クラウドというのが技術的には仮想化というもののと実質的な

プライベートとパブリックのクラウドといったような３段階ぐらいに分かれているのかな

というふうに思います。 

 いわゆる機械の仮想化、いわゆる技術として特定のマシンじゃなくて、マシン内に仮想

マシンを置いて運用を楽にしましょうという議論は、実はもう六、七年前に既に進んでお

ります。このころはサーバのコストが下がったり、大きなＵＮＩＸのサーバから仮想ＰＣ

サーバ・クラスタに移行して４０％ぐらい下がったと。ちょっと信頼性も下がったかなと

いうのが当時の流れでした。二、三年前は実質プライベートということで、複数のサーバ

のクラスタ群ですね、サーバをたくさん入れた固まりをまとめて、実質的にはプライベー

トクラウドですというものがおよそ二、三年ぐらい前にできておりました。これは加入者

が大体１,０００万ぐらいの規模の事業者は、ゲームにしてもコンテンツ会社にしても、

こちら側に移行していたと思います。現状、これらの方々がものすごく大きくなりまして、

加入者が３,０００万級ぐらいになってきた段階で、もうとてもじゃないけれども、全部

を自分たちの均質なプライベートクラウドで持つのは無理という判断をされまして、例え

ば単純な配信、予告編の配信、あるいはゲーム内のコミュニティ、ウェブサービスやメー

ルみたいなものは、もう全部、外にパブリッククラウドで出しちゃえという理論でありま

して、現状を見ますと、すべてのコンテンツをパブリッククラウドに移行するということ
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は全くなされておりません。一方で、コンテンツが量的に爆発しておりまして、もう名だ

たるコンテンツはパブリッククラウドに移行せざるを得ませんというのが今の現状でござ

います。 

 背景としましては、２０１０年は楽曲の例でいくと、２００１年、ｉＰｏｄあたりが普

及し始めた年に比べて、楽曲のデータ量はおそらく１億倍になったと言われておりまして、

現在も増加しております。しかも、この楽曲のコンテンツが、例えば未アクセスといった

ような、登録はしたんだけど、全然使われないよみたいなコンテンツと非常によく使われ

ますよというコンテンツの偏りが大きくなりまして、コンテンツを一律のコストや手間で

保管するというのはやっぱりおかしいんじゃないかという見方が出始めたということです。

加えて、もう一つがコンテンツの単価低減でございまして、新興国のマーケット拡大で楽

曲のコンテンツ拡大は、おそらくその当時の１００分の１ぐらいの価格になっているんじ

ゃないかという議論がなされております。ここまで下がってしまいますと、従来と同じ保

管の仕方、お金のかけ方は、やっぱり無理があるよという議論が出始めておりまして、量

的な拡大、単価の定価、規模の拡大というものを背景に、クラウドというものを併用せざ

るを得ないという議論が、おそらくもう供給サイド側からはぜいたくは言えない、ほかに

もう代替するオプションがないじゃないかという状況になっております。 

 これが大きな事業者とすると、別の動きが出ています。２０ページです。特に配信とか

ゲーム系の小さい事業者はどうなっているのかというと、彼らは今、サーバを使う手順と

いいますか、フォーマットといいますか、プロトコルといいますか、やり方が実は決まっ

てきたということでございます。単刀直入に言うと、生まれたときにクラウドを使った

方々は、大きくなっても、やっぱりクラウドを使うという状況ができておりまして、例え

ば典型的なネットベンチャーは、今、西海岸とかは必ず起業時に、開発の環境とか初期オ

ペレーションは大体、Ａｍａｚｏｎを使っております。これはなぜかというのではなくて、

そういうものなんだということでございまして、そもそも比較とか対象とか、そういう議

論ではないという議論です。これらのコンテンツ事業者がサービスをそこそこ広めて、加

入者３万人ぐらいのサービスになると、大体、ＶＰＳ、バーチャル・プライベート・サー

バですね、データセンターの中で、一応、この区画をあなた用の仮想ホスティング環境と

して用意しますよというものを使っています。これが商売になってもうかりますよという

のが大体３０万ぐらいだと思うんですが、このころになると専用ホスティングということ

で、この一角の機械は全部あなたのものですという形で運用しています。信頼性という観
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点でいうと、やっぱり専用サーバが安心だね、コストもここで負担できますよという議論

だったんですが、ここに来て、加入者が３００万とか、あるいは先ほどの３,０００万と

いうところで、専用ホスティングという議論を始めますと、データセンター１個、丸ごと

よこせというような議論になりまして、事業者的にはとても管理できませんという状況が

出始めました。したがいまして、単純な配信とかゲーム内コミュニティはパブリッククラ

ウドで出そうと。そもそも専用ホスティングで３００万、１,０００万、３,０００万とい

うものをやっていくというのは、そのための要因が、負担が極めて大きいという状況が出

始めているということで、結果的にもともとクラウドで生まれた方々が大きくなった段階

で、もう一回、クラウドに戻ってくるという傾向が今、見えてきたということでございま

す。 

 ２０ページの下に矢印が書いてありますが、一方で、実は初期にアマゾンを使った後、

このまま３人でｉＴｕｎｅｓ Ｓｔｏｒｅへ行って、Ａｐｐｌｅのスマホのソフトだけ使

ってしまおうという議論も実は出ておりまして、これは本日の話とは別ですが、大きな会

社をつくるのではなくて、３人ぐらいで小さいテーマをずっと追いかけるといったような、

少しベンチャーの中の職人の方々みたいなんですね。こういった環境も一つ出てきており

ます。ちょっとこれは今回の話の本筋とは違います。 

 そういう面で、新しく誕生するコンテンツとかネットサービス事業者というのは、常に

起業段階からクラウド利用でありまして、世界市場に展開する際に、自前でリソースを持

つということは、そもそも選択肢としてありませんということでありまして、専用ホステ

ィングというのは最終段階じゃないんだという議論がこれからさらに増えていくだろうと

いう状況でございます。 

 ということで、マーケット、特に最近変化があった状況と、特にクラウドに関しまして

の補足を説明させていただきました。 

【村井主査】  どうもありがとうございました。 

 それでは、何かここでご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 それでは、これも後でまとめて議論していただくことにいたしまして、次はＮＨＫの元

橋様、松隈様にご説明をお願いいたします。 

【元橋オブザーバー】  おはようございます。ＮＨＫの元橋でございます。今日はラジ

オのＩＰ送信についての発表がメインでございまして、その前段として、先行して始まっ

ているＮＨＫオンデマンドの話をというお題をいただいたんですが、資料ではちょっと大
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げさな表題をつけてしまいました。 

 なぜかといいますと、やはり去年、２０１１年というのは、私ども放送事業者にとって

はこれから先のいろいろなことを考える大きなエポックというか、ターニングポイントだ

ったのではないかという意味で、こういうタイトルにしてみました。まず「３.１１」、

東日本大震災というのは、放送局、あるいは「放送」の立ち位置を考える意味で、非常に

重要な出来事だったと思っております。私どもは報道機関として、テレビやラジオを通じ

て命にかかわる情報、あるいは生活に必要な情報を提供し続けたわけですが、あの時、テ

レビやラジオをお持ちでない方、あるいは停電が長引いて必要な情報が伝わらない方が大

勢いらっしゃった中で、ふだんではなし得なかったことですが、２週間にわたってテレビ

放送をライブでそのままインターネットを通じて提供いたしました。それから、このライ

ブ配信もその一つですが、ほかにもインターネットの様々なサービス、例えばＧｏｏｇｌ

ｅのＰｅｒｓｏｎ Ｆｉｎｄｅｒと連携をして、ＮＨＫに集まってきた被災者の安否に関

する情報をお伝えするなどというような取組をいたしました。 

 それとともに、私どもは報道機関として、緊急災害時には通常の編成をすべてやめて特

設ニュースを放送します。このときは２週間にわたって震災関連のニュースを放送し続け

ました。これは当然のことなんですが、一方で、視聴者の方、お客様からは、地震に関す

る報道だけではなくて、心が豊かになる、ほっとするような番組も見たいというニーズも

多く寄せられました。特に子どもたちにふだんやっている子ども番組を見せてほしいとい

う要望は数多くいただきました。従来なら、震災の報道をやっている中でそういう声にお

応えすることは厳しかったんですが、このときにはインターネットを通じて提供している

ＮＨＫオンデマンド中で、一定のニーズにおこたえすることができたのかなと思っており

ます。この震災での様々な教訓というのは、放送と放送局のこれからのメディア対応、と

くにインターネットをどう活用していくかということを考えるうえで非常に大きなきっか

けになったと思っております。 

 もう一つの経験。これはこの委員会でも長くずっと議論されてまいりましたけれども、

「７.２４」です。東北３県は３月いっぱいまでアナログ放送を継続していますが、去年

の７月２４日をもって４４都道府県で、幸いにして皆さんのおかげさまをもちまして、そ

れほど大きな混乱はなく地上波のテレビ放送をアナログからデジタルに完全移行すること

ができたことです。これはやはり単に電波の送り方が変わったということではなくて、全

国のすべての民放、ＮＨＫのテレビ放送のネットワークという伝送路がフルデジタルにな
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ったこと、それから全国のすべてのご家庭にあるテレビが、もちろん、一部、まだデジア

ナのチューナーなどで受信しておられる方もいらっしゃいますが、基本的には日本中の家

庭で受信機がフルデジタルになったこと。つまり、インターネットと非常に親和性の高い、

放送とインターネットがシームレスにつながるという受信機がこれだけ多く普及したとい

うことです。このポテンシャルを、我々が、これから先、どう生かしていくかということ

が非常に大きなテーマになってくると思っております。 

 放送は、長年、技術発展の成果を生かしてサービスを高度化してきましたが、こ

の３.１１と７.２４という経験をこれからしっかり生かしていくということが問われてく

るんだと思っています。 

 ＮＨＫオンデマンドについてですが、概要は資料に書きましたので繰り返しはいたしま

せん。やはり先ほどから出ておりますとおり、スマートフォン、あるいはタブレットへの

対応というのは、これから急がなければなりません。現在はＰＣ向け、それからテレビ向

けを中心にやっておりますが、先週、新しい実施基準が認可されまして、こういう新しい

端末への対応が柔軟にできるようにりました。ここでも、新しい地平が開かれていると思

っております。 

 それから、ＮＨＫオンデマンドは独立採算でやっておりまして、まだまだこれを単体で

見ると、事業的には厳しい部分があるんですが、おかげさまでアクセスも増えていまして、

売り上げも上向いてきております。それとともに、番組の見方、楽しみ方というのは変化

しております。例えば教育テレビ、Ｅテレで放送したときには、視聴率でいうと１％に満

たないような「ハーバード白熱教室」という番組が２０１０年度のＮＨＫオンデマンドの

アクセスランキングでは４位になるとか、あるいは去年の１２月から今月にかけての月間

のアクセスランキングでいうと、スペシャルドラマで放送した「坂の上の雲」という番組

に関連して、１０年以上前に放送した日本海海戦を描いた歴史ドキュメンタリーというの

がアクセスランキングで上位に入ってくるなど、じっくり見たいという視聴者の方の知的

好奇心におこたえするという意味で、テレビの新しい楽しみ方を提供できるようになった

と思います。また、ＮＨＫオンデマンドの視聴動向を分析することによって、我々の番組

のつくり方とか、あるいは放送の編成の仕方にもいい影響が出てきていると思っておりま

す。 

 先ほどの野村総研さんのお話にもありましたとおり、スマートＴＶということが一つの

大きなトレンドになっておりますので、今後は、単に番組を放送する、あるいはオンデマ
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ンドで番組を丸ごと配信するということだけではなくて、それはそれでもっと拡充してい

きますが、やはりソーシャルメディアとかＣＧＭなどインターネットの様々なサービスと

連携して、放送をより楽しんでいただけるというような形をつくっていきたい、拡充させ

たいと考えております。 

 私からは以上です。 

【松隈オブザーバー】  ＮＨＫラジオセンターの松隈と申します。よろしくお願いしま

す。 

 去年の秋に立ち上がりましたＮＨＫネットラジオ、らじる★らじるについて、ご説明さ

せていただきます。 

 まず、実際に今、ネットラジオのポータルサイトを映しまして、説明させていただきま

す。ＮＨＫのトップページからも入れますけれども、こんな画面がありまして、Ｒ１、

Ｒ２、ＦＭと３波、これを押せば、すぐ聞こえるようになるものです。例えばＲ１を押す

と、このように音声プレーヤーが立ち上がりまして、今、放送されているラジオがそのま

ま聞こえるというものです。ちなみに、番組ホームページのコーナーを押すと、それに関

するホームページを見ながら聞けるというものです。 

 それでは、中身を説明させていただきます。 

 今、ごらんいただきましたように、パソコンでは向かって左側の画面で音声プレーヤー

が立ち上がると。そして、バックグラウンドで音声を聞きながら、ほかのいろいろなサイ

トを楽しめるようになっております。それから、右側はスマホの画面でして、同じように

見た目ができるだけ統一したイメージにするために、Ｒ１、Ｒ２、ＦＭというボタンを大

きくしました。スマホの場合もバックグラウンドで聞けますので、ほかのサイトを楽しみ

ながらラジオを楽しめるということになっています。 

 それで、去年の９月１日の防災の日にまずＰＣ系をスタートいたしました。それか

ら１０月１日にスマートフォン、Ａｎｄｒｏｉｄのアプリを配信を開始しまして、こ

の１０月末にはｉＰｈｏｎｅでもアプリを配信するようになりました。ちなみに、らじる

★らじるという名前ですけれども、実はたまたま去年の春にＮＨＫ３波のラジオキャラク

ター、らじるというのを誕生させまして、そのらじるとＮＨＫラジオといえばらじるだよ

ということで、親しんでもらうということでつけた名前です。 

 それから、今のらじる★らじるですけれども、配信エリアは日本国内限定で、ＩＰアド

レスで識別しています。それから、配信方法は、今、ごらんいただきましたように、専用
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のホームページから各波ごとに音声プレーヤーで聞けるストリーミング方式です。配信し

ないものにつきましては、いろいろ議論したんですけれども、環境によってはスマートフ

ォンなどは１分程度おくれたり、多いときには２分ぐらいおくれるものがあるので、混乱

を防ぐために時報、緊急地震速報は今、配信していません。それから政見・経歴放送は制

度で決まっておりますので配信していません。それから、権利処理ができなかったコンテ

ンツということで、これは後ほどご説明させていただきます。 

 それから、この目的ですけれども、ラジオというのは聴取者が高齢化しているのと、も

う一つ、聞こえにくいところが結構増えているということで、例えば夜間の外国電波混信

――日本海側ではラジオが聞こえにくい状況があるということと、あと、都市内、東京と

か関西とか、マンション等鉄筋コンクリートの住宅の増加によってノイズをもたらす多様

な電子機器の普及などで、ラジオは特に聞きづらい状況になっていると。ＮＨＫの放送セ

ンターの建物の中も、玄関入った途端に聞こえなくなるという状況になっているというこ

とです。 

 これは下に書いてありますように、本来業務としてではなくて、放送法の２０条２項８

号の業務で、放送およびその受信の進歩発達に特に必要な業務ということで、特認業務と

して認めていただいたということになっておりまして、インターネットによるラジオの同

時提供を試行的に平成２５年度末まで実施し、効果を検証するということになっておりま

す。 

 それから、技術的な仕様を簡単にご説明させていただきますと、ストリーミング方式で、

パソコン向けはＦｌａｓｈとＷｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａですね。それから、スマートフ

ォン向けはＨＬＳというものです。それから、音声ビットレートは４８ｋｂｐｓというの

で、ステレオ並の放送かなと思っています。それから国内限定配信で、海外のアドレスな

どを使っているところは聞こえない場合がありますけれども、基本的には国内限定でやっ

ておりまして、技術的な仕様は先行サービスのｒａｄｉｋｏさんと同等だと思っています。 

 それから、これまでの動きですけれども、先ほどご説明しましたように、９月１

日、１０月１日に誕生しまして、１０月２日に民放連さんと共同でラジオキャンペーンを

行ったんですけれども、そこでＰＲさせていただきまして、１０月１１日にＰＣ版の本格

的な番組表がスタート、それから２７日にｉＰｈｏｎｅ用のアプリがスタート。この後も

バージョンアップを繰り返しまして、細かなバージョンアップを繰り返しているという状

況です。 
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 それから、問題のネット向け著作権の許諾状況ですけれども、権利者団体との交渉状況

については、主な団体はご理解いただいて、了承していただいております。スポーツ放送

に関しては、個別に権利団体がありますので、先行のサービスであるｒａｄｉｋｏさんの

交渉などを参考に、それぞれ個別に交渉をしているということです。それから、製作現場

での権利処理というのは、これ以外に個別に許諾を得てもらう必要があるものとして、

“ノンメンバー”の出演とか著作物の使用に関しては、個別に紙をつくって許可をいただ

いているというものです。それから、過去の番組の再放送でも同様に許可が要るというこ

とになっております。 

 それで、問題の権利が獲得できなかったものは“フタ”というフィラー音楽を流してい

るんですけれども、これまでどれだけ権利がとれなかったものがあったかというと、９月

から１２月の実績で、Ｒ１、ラジオ第１に関しては、渋谷スポーツカフェというのが全部

で５回ありまして、全体をふさいだのが１０月１１日放送、それから一部ふさいだのが４

回ありまして、これは実は過去のスポーツ実況ものでして、過去に関しては決められてい

ないので、権利がとれなかったというのでフタをしたということです。それから、ＦＭベ

ストオブクラシックで５回、それからシンフォニーコンサートで１回ありまして、これは

外国の演奏者がたくさんあって、なかなか時間がかかるのでとれなかったというものです。

それ以外に定時保守作業のときもフタをしています。フタ用のフィラー音楽が意外に好評

で、結構問い合わせがあるというおまけもついております。 

 それから参考までに１０月から１２月までのＮＨＫ全体のＰＣサイトのアクセスのディ

レクトリ順を出しましたけれども、ページビュー、ページが多い番組は結構有利なんです

けれども、ネットラジオは７位に入っているということで、大河ドラマ「江」の１０位の

上に来ていまして、「ニュースで英会話」は結構高いんだなと思いながら、７番目にアク

セスが来ているということです。 

 それから、スマートフォンに関しまして、１０月から１２月までのランキングですが、

同じく７位に来ていまして、同じように一応のアクセスは来ているということになってお

ります。 

 それから、ネットラジオができまして、いろいろな番組を判断する指標ができたんです

けれども、これまでラジオの場合、どのぐらい聞かれていたかというのは何カ月置きの調

査しかなかったんですが、ある程度、素早く傾向がわかると。これは１２月のある日のＦ

Ｍの同時ストリーム数というグラフですけれども、５分置きに何台のパソコンが接続され
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ているか数字がすぐ出るというものです。 

 それから、もう一つの指標としてユニークＩＰ数というのをＮＨＫでは使っておりまし

て、これは少しわかりにくいんですけれども、１日２４時間で総計で何台のパソコンが接

続されていたかという数字です。ＮＨＫの場合、Ｒ１、Ｒ２、ＦＭ、３波全部聞いていた

だいても１とカウントするということで、重複を除いて、らじる★らじるに来てもらった

パソコン数がごらんのように出ているというので、一番上の黒いのが全体の１日に来た数

字です。赤いのがＲ１、それからオレンジ色がＦＭ、それから緑がＲ２というふうに、ス

タート当初は結構たくさん来たんですけれども、その後、全体として五、六万に落ち着い

てきて、１２月３１日の紅白で急にまた増えました。山が結構あるんですけれども、ちょ

っと目立つ話題になると、すぐ増えるということで、９月の山は台風が来たときにＲ１で

急激に伸びたと。それから、ＦＭはときどき山ができているんですけれども、これはＦＭ

で１０時間ぐらい、いろいろな１テーマで「三昧」という音楽をやるんですけれども、

「三昧」をやると結構来るということで、１０月の山下達郎さんの「三昧」のときには

Ｒ１に追いつくというふうになっています。これが聞かれ方です。 

 今、ご紹介したものを数字でご説明させていただきますと、瞬間瞬間に接続されている

台数であるストリーム数は３波で最大１万２,７００台、平均で３,０００台。Ｒ１

は１,７５０台で、Ｒ２は２３０台、ＦＭで１,１５０台。３波足した分にならないのは、

先ほど言ったように重複を排除しています。それから、ユニークＩＰ数、１日で全部で何

台のパソコンが接続されたかを見ますと、３波合計で最大で１０万台、平均で５万台を超

えているぐらいです。Ｒ１は３万５,０００台、Ｒ２が１万３,０００台、ＦＭが２

万７,０００台。それから、アプリのダウンロード件数ですけれども、これは１０月か

ら１月４日までなんですけれども、Ａｎｄｒｏｉｄで２３万、ｉＰｈｏｎｅで４０万ぐら

いダウンロードされているという状況です。 

 これまでにＮＨＫふれあいセンターに来た視聴者の意向ですね、９月１日から１月１０

日まで、全部で４,２３０件と結構たくさんのご意見をいただいておりまして、世代でい

うと、やはりＮＨＫは５０代以上の方が電話をしやすいというので７５％と。男女比では

男性が８０％。それで内容に関しましては、ほとんどが問い合わせでした。要する

に、５０代年配の方がらじる★らじるを聞きたいんだけと、どうやって聞けばいいのとい

う問い合わせがほとんどということです。 

 いただいたご意見をつぶさに見てみますと、難聴取の解消にかなり効果があるなという
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ことが読み取れます。これで外国電波に悩まされずに聞けますとか、今までラジオをＰＣ

から離して聞いていたが、ＰＣで作業しながら良い音で聞けますとか、それから聞く機会

を逃していたが、また聞き始めたとか、語学番組に関してはかなり好評でして、語学番組

を聞くのに大変便利になったということがかなりご意見でいただいております。 

 それで、ここまでとこれから、課題ですけれども、難聴取の解消に関してはかなり大き

な効果があるんではないかということで、ＮＨＫ内部で意見は一致しております。それか

ら、ＮＨＫが新しい事業をやると、いろいろな賛否両論がありますけれども、このサービ

ス自体に関しては批判的な意見はほぼなくて、つながりにくいとか、それから音がもう少

しよくならないかという苦情の電話が少しあったぐらいです。それから、新しい聴取者層

の流入と書いてありますけれども、先ほどのグラフを見ると、若い人向け番組とか、いわ

ゆるオタクというような人向けの番組をやると、急激にアクセスが増えるということで、

今までリスナーが高齢化していた中で、若い人たちがこのサービスに興味を持ち始めてい

るのではないかということを今、分析しています。 

 この後ですけれども、ＰＣサイトとかアプリのバージョンアップを予定しております。

ソーシャル機能をつけたり、何時になったら起動できるようにタイマー連動等を追加した

り、それからもう一つ、ネットラジオ、らじる★らじるは、地域放送をやっておらず、全

国一つの放送でやっていると。ローカル部分は関東向けの放送が流れるということで、こ

れはたくさんのところから要望で出ているんですけれども、ＮＨＫのネットラジオは何で

ローカル放送が聞けないのかというリクエストが結構来ていますので、これをどうするか

という問題があります。それから急激に増えていますタブレット端末への対応をどうする

か。それから、視覚障害者向けの読み上げソフト、これは間もなく完成する予定です。 

 以上がネットラジオ、らじる★らじるの現状です。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 それでは、引き続きまして、最後の発表になります。ＴＢＳテレビの井川様、高澤様、

お願いいたします。 

【井川委員】  ＴＢＳではわりと早い２００１年から動画配信についての可能性を模索

するためにプロジェクトを立ち上げて、いろいろなトライアルに取り組んでまいりました。

現在ではＴＢＳオンデマンドという有料の動画配信サイトとＮｅｗｓ iという、いわゆる

ニュースの情報を配信するサイトを中心にビジネスを展開している状況でございます。本
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日は、これまでの経緯、それから現在のＴＢＳオンデマンドの状況等をＴＢＳテレビのペ

イテレビ事業部で担当しております高澤のほうから報告させていただきます。 

【高澤オブザーバー】  ＴＢＳテレビの高澤と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は１０年ほど前からＣＳのＴＢＳチャンネルを含めた新規事業の立ち上げと運営に携

わっておりまして、この直近、２００８年度からは、主にＴＢＳオンデマンドの立ち上げ

と事業化に携わっております。本日は、ＴＢＳのコンテンツ流通の観点から、現在のＴＢ

Ｓオンデマンドの現場の生の実情と営みについてご報告申し上げたいと思います。 

 それでは、めくってください。まず、ＴＢＳオンデマンドとはということで、左の画像

がホームページのトップ画面でございます。簡単に言うと、ＴＢＳのＶＯＤサービスとい

うことになるんですが、有料で動画を配信するサービスということで、ドラマが中心なの

ですが、映画、アニメ、音楽など、さまざまな多ジャンルの人気番組ばかりを集めて配信

しているサービスとなります。 

 次に行ってください。我々のＴＢＳの動画配信事業の歩みということですが、約１０年

前に社内でプロジェクトを立ち上げました。「プロジェクトＢＢ」というブロードバンド

を模した称号ですが、「プロジェクトＢＢ」というプロジェクトを発足しまして、まだそ

のときにはほとんど権利処理できるコンテンツがなかったものですから、社内いろいろ探

しまして、格闘技がネット向けに配信できるということがわかりましたので、まず、プロ

ジェクト発足後、３カ月後に格闘技のコンテンツ、『猪木軍ｖｓＫ－１最強軍』というも

のですが、これを配信してみました。当然、トライアルですので、売り上げはそんなにな

かったんですが、いろいろ配信事業者様との向き合いや権利処理の難しさというのを体感

しました。それから、２００２年になりまして、フジテレビ様、テレビ朝日様とともに、

株式会社トレソーラを設立しまして、２回ほど配信の実験をしたんですが、これはご承知

のとおり、トライアルとして大きな意味合いはありましたけれども、ビジネス的にはなか

なか厳しいという結果が出まして、それからしばらくいろいろ社内で結果を検討していた

ということでございます。その後、２００５年１１月に、これは「ＴＢＳ ＢｏｏＢｏ Ｂ

ＯＸ」という自社のブランドを立ち上げまして、これはＢｏｏＢｏというＴＢＳのキャラ

クターとブロードバンドという文言にかけた名称ですが、細々と配信事業を３年ほどやっ

てまいりました。これもビジネス的にはなかなか難しい状況でございました。それから、

ＮＨＫオンデマンド様が２００８年１２月からですとか、フジテレビ様もこの時期から本

格的にＶＯＤサービスを強化されたと思いますが、我々もＴＢＳオンデマンドという名前
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に変更しまして、ここでしっかりとコンテンツを集めて強化していくぞということで、こ

のように名称変更して、本格的な取組を始めました。 

 次、お願いします。６ページ目ですが、ＴＢＳオンデマンドに名前を変更してから、さ

まざまなトライをしました。この２年ほどの間にいろいろなトライアルをしております。

まず、広告付き無料配信というものをやってみました。放送中の金曜ドラマ「ラブシャッ

フル」という連続ドラマですが、それからバラエティーの「ザ・イロモネア」という番組

を無料で広告付きで配信してみるというトライアルをいたしました。それから、本格的に

権利処理を行いまして、「ＴＢＳライブラリー番組」と書いてありますが、過去の名作ド

ラマを２００９年４月から本格的に配信を開始しました。これは各局様の中でも早い時期

にできたことでございます。それから、その１年後に見逃し配信、「ヤンキー君とメガネ

ちゃん」という連続ドラマもございましたが、それを皮切りに見逃し配信を行ったという

ことで、これらの施策によって、２０１０年４月、２００９年度通期で放送局運営の動画

配信サービスとしては初の単年度黒字化を達成いたしました。その後は、一応、事業とし

て区切りがつきましたので、新しいデバイスにコンテンツを出していくことをさまざまト

ライアルいたしました。これは提携配信事業者様を通じてですが、ｉＰｈｏｎｅ向けに配

信開始をしてみたり、Ａｎｄｒｏｉｄに出してみたり、いろいろいたしまして、その後、

「クローンベイビー」という深夜のドラマなんでずか、Ｊ：ＣＯＭオンデマンド様と一緒

に地上波より先に配信をしてみようというトライアルもしております。それから、黒字化

も果たしましたし、いろいろと余裕も出てきましたので、自社サイト、ガラケー、フィー

チャーフォンに向けて、「ＴＢＳオンデマンドモバイル」という自配信のサイトを立ち上

げまして、ここでの配信を開始いたしました。それから、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎＳｔｏ

ｒｅ等のゲーム機にも配信をしているということで、後は飛ばしますが、以後、さまざま

なデバイスに出してみたりですとか、見逃し先行配信、無料配信、いろいろトライアルを、

やれることはすべてやってみるということで、事業の傍ら、我々のコンテンツをどのよう

に出していったらいいかということをいろいろトライアルしてきた歴史でございます。 

 次のページに行ってください。我々としては、ふだん、ビジネスの中で何を目指してい

るかということでございますが、当たり前ですが、単体の事業として黒字化を果たし、収

益化することを目指して今に至るまでやっております。それだけではなくて、２番目です

が、放送局がコンテンツを死蔵せずに積極的に出していく、きっちり流通させていくとい

うことで、我々の持っている作品をネットに出していくということを常に心がけておりま
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す。３番目、沿革のところでもいろいろと触れましたが、基本的に地上波よりも先に出し

たり、地上波のすぐ後に見逃し配信をしてみたり、それからテレビ受像機以外にもさまざ

まなデバイスへ配信してみるといったことについて、チャンスがあれば全部トライしてみ

るということを心がけております。４番目、ＴＢＳの６０年にわたる膨大なアーカイブス

の有効活用というところですが、これは放送局がやはりコンテンツを死蔵せずに、きちん

と過去のものも、古いものも含めて出していくということを心がけてやっているところで

す。お配りしているチラシがございますが、１月の我々のパンフレットなんですが、見開

きの５ページ目と６ページ目の箇所を開いていただくと、例えば１９５８年、「私は貝に

なりたい」、５０年から６０年前の作品に関しても、我々のライブラリーに保管されてい

るもので権利処理できるものは、これは販売が好調でなくてもしっかり出していくと、コ

ンテンツの価値をさまざまな形で発揮していくということで、例えばこういう取組もして

おりまして、有効活用しているということでございます。最後に、当然ですが、違法コン

テンツがアップされていることを指弾する前に、我々が「正規版」のコンテンツをしっか

り出していくということがなければ、違法だ、違法だということは言えないと思っており

ますので、しっかりと我々のコンテンツを正規に出していくということを常に心がけてお

ります。 

 次、めくっていただきます。これは先ほどのＴＢＳオンデマンドの無料見逃しサービス

のトライアルということで、これはイメージ図ですので飛ばします。 

 ９ページ目に行っていただきまして、少し細かいところに移ります。結局、無料トライ

アルですとか、いろいろなトライアルをして、なかなか無料で広告付きでビジネスを継続

的に維持していくというのはなかなか難しいということもわかりましたので、現状は事業

としては有料で配信していくんだということをしっかり定めて、そこに向けてリソースで

すとか、我々の知見というのを集中していくということで、有料配信を我々、ＴＢＳはし

っかりやっていくんだと。エンターテインメントコンテンツに関してはそういう方針を明

確に打ち立てております。それから、２番目、エンターテインメントコンテンツですが、

ドラマだけではなくてバラエティーですとか自社で製作する音楽コンテンツですとか、ひ

いてはパンフレットにもありますが、ドキュメンタリーですとか、さまざまなコンテンツ

を継続的に出していくということを考えてやっております。それから、３番目、これは先

ほども触れましたが、さまざまなウインドウ、地上波よりも先にやったり、直後にやった

り、そういうことをいろいろトライしていこうということでございます。 
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 次、お願いします。番組本数に関しましては、これは民放局の中でも随一だと思ってお

りまして、２月１日現在、約１０日後ですが、３,６２２本という番組数を擁するという

ことで、やはり過半がドラマになっていくということですが、音楽コンテンツや映画コン

テンツも含めて、通常、なかなかアグリゲーションが難しいものも、しっかり権利処理し

て集めていこうということでございます。参考までに、１年前、２年前と比較すると、２

年前は１,１５３本、１年前は２,００１本ということですので、どんどん増えているとい

うことで、また、来年はおそらく４,０００本、５,０００本の大台に乗ってくると思いま

すが、１局がアグリゲーションを集めているコンテンツとしては相当多いのではないかと

思っております。 

 それから、販売方法ですが、これは各局様と同じなんですが、基本的には１話、１

本３１５円で、約８日間視聴できるという価格設定にしておりまして、この辺は少し高い

のではないかというご指摘も受けておりますが、既存のレンタルＤＶＤの市場とのコンフ

リクトなども考えておりまして、価格に関しては下げるときは一気に下げられますので、

慎重に今は高目で販売して、いろいろとマーケットの規模などをはかっているところでご

ざいます。ただし、その次の項目ですが、例えば３１５円掛ける１０話分、約３,０００

円少しですが、それを一気に買っていただいたお客様に関しては半額にした

り、１,５７５円で売ったりですとか、そういった形で柔軟な価格設定をしております。 

 次に行っていただきまして、もう一つの我々の特徴としましては、非常に多くの提携先

を持っていることで、デバイス的にはテレビ受像機、パソコン、あとはフィーチャーフォ

ン、ガラケーですね、それからスマートフォンがあるんですが、合わせて４９ブランド、

今、出しておりまして、商談が成り立つところ、きっちり条件が合意できるところはすべ

て出していこうということで、これもマーケティングリサーチを兼ねて、すべていろいろ

な方々とおつき合いをしているということになっております。 

 次に行っていただきまして、１２ページ目です。コンテンツに関しましては、地上波の

コンテンツにかかわらず、ＣＳ「ＴＢＳチャンネル」というのを私のペイテレビという部

署で運営しておりまして、そこでつくったコンテンツなども入れる形で、しかも権利処理

も番組製作も一体化して行っておりまして、この点が各局様と違うところで、豊富なコン

テンツを擁する一つの要因になっているかなと思っております。ということで、ＢＳ－Ｔ

ＢＳのコンテンツも含めて、きっちりグループのコンテンツをネット配信に乗せていく、

そのプラットフォーム、アグリゲーターとしての機能ということを意識して運営しており
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ます。 

 次に行っていただきまして、最後に特徴の５番目ですが、権利処理、これはほんとうに

緻密にやらせていただいておりまして、当然、放送とは別の許諾ですから、きちんと権利

者の皆様をリストアップしまして、団体の皆様経由、かつ、そこで処理できないものは個

別にすべてオールクリアすると、すべて処理して、全部クリアできたものを配信に乗せて

いると。その結果で３,０００エピソードを超えるコンテンツが今、ラインナップできて

いるということで、非常にいい形になっているかなと思っております。当然、その売り上

げが上がれば上がるほど、権利者様への配分が増える、レベニューシェアモデルでやらさ

せていただいております。 

 次、お願いします。ここからはコンテンツのイメージですので、ざっと飛ばしますが、

見逃し配信を現在放送中のドラマでやっていたり、劇場用の映画の配信もやっております。

次、お願いします。過去の名作ですね、「高校教師」という作品ですとか「オレンジデイ

ズ」ですとか「愛していると言ってくれ」ですとか、かつて２０％以上とった作品も非常

にニーズがありまして、これはビデオパッケージで必ずしも出していないものですとか、

既にビデオパッケージで出ているけれども、ＤＶＤで出ていないものですとか、そういう

ものも含めて、配信に乗せて、改めて脚光を浴びているような作品もたくさんありますの

で、この辺は配信の非常に柔軟性があるところで、過去の作品に関しても積極的に今後も

やっていきたいと思っております。 

 次、お願いします。あとは新しい「けいおん！」というアニメのシリーズが、映画化も

されましたけれども、この辺は非常に売れておりまして、パッケージで売り切った後に、

改めてかなりおくれて配信に乗せたのですが、それでも収益化ができておりまして、この

辺はネットのＶＯＤのウインドウの有効活用ができているかなと思っております。 

 次、お願いします。以上、まとめますと、非常に「ドラマ」、「アニメ」、「映画」、

「音楽」などがたくさん売れておりますし、「見逃しドラマ」も頑張って配信して好調で

ございます。それから、ライブラリードラマも、見逃しほどはいかないんですが、根強い

ニーズがあるということで、売れ筋としまして、やはりテレビが非常に売れていまして、

テレビ７、携帯２、ＰＣ１ということで、もともと放送コンテンツですので、テレビの売

り上げが大きいんだなということが数字で見てとれますが、スマートフォンを含めて、モ

バイルの売り上げが急速に上がっておりまして、この辺は市場的に有望なのかなと思って

おります。 
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 次、お願いします。これらの施策の結果、２００９年度に通期黒字化をしまして、結局、

ＴＢＳ ＢｏｏＢｏ ＢＯＸやトレソーラの時代と何が違うかというと、地上波のコンテン

ツの権利処理が非常に円滑になってたくさん出せるようになったということで、２００９

年度を境に地上波のコンテンツを差し入れたところ、急速に売り上げが倍々ゲームで伸び

ているということで、この傾向は今も続いておりまして、来年はさらに多くの売り上げを

上げられるかなというふうに思っております。 

 次、お願いします。ここからは今後の課題なのですが、これは２００８年度から継続し

て取り組んでいることでございまして、基本的にコンテンツを充実させたり、いろいろな

デバイスですとか売り方、ＥＳＴという言葉もありますが、ダウンロード売り切り型も含

めた売り方ですとかと、そういうことに関して、いろいろと今後も今までどおり取り組ん

でいきたいと思っております。 

 次、お願いします。２２ページがこれも今まで取り組んできたことをさらに強化し、配

信パートナーも増やしていくと。今後新しい点としては、海外配信にどう取り組むかとい

うことを今、社内ではいろいろ検討しておりまして、１コンテンツだけ海外配信ができた

んですが、継続的な取組とはなっていないので、これからもいろいろな観点で民放のＶＯ

Ｄサービスとして取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 次、お願いします。簡単に「民放ＶＯＤ」という取組に関してご報告しますと、昨年

の８月３日向けで電通様と民放キー５局で共同でリリースを出しましたが、基本的にイン

ターネットテレビ、今後のスマートテレビの類型にも通じると思いますが、インターネッ

トテレビ上でＶＯＤサービスを共同で展開するということで、こういう取組をしておりま

す。もうあと２カ月から３カ月後、２０１２年春に開始予定ですので、今、最後の詰めを

しておりますが、ＴＢＳオンデマンドとしては持っている３,０００コンテンツをすべて

インターネットテレビ上のサービスに出していくということで、しっかりと取り組んでい

きたいと考えております。 

 次、お願いします。今まではＴＢＳオンデマンドというエンターテインメントコンテン

ツの営みのご報告だったんですが、井川からもございましたが、ＴＢＳはＮｅｗｓ iとい

うブランドを中心にニュースコンテンツも十二、三年ほど前から積極的に、無料ではござ

いますが、インターネット上に常に流通というか、コンテンツを出しておりまして、こう

いった形で１９９９年に開始してから、例えばＹａｈｏｏ！ＢＢさんのポータルに、これ

はＢｔｏＢの形でお金をいただいて、Ｙａｈｏｏ！ＢＢさんのサイトの中で無料で配信す
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るという類型なんですが、こういう形でビジネスにつなげたりですとか、あとはＴＢＳ系

列、ＪＮＮ各局の地域でそれぞれそういうモデルで販売していただいたりとか、２００９

年に入ると、ＹｏｕＴｕｂｅとＧｏｏｇｌｅとＴＢＳがパートナーシップ契約を結びまし

たので、その一環でＹｏｕＴｕｂｅ上にＮｅｗｓ iを出していっているとか、ｆａｃｅｂ

ｏｏｋのページを開設して非常に人気が高いとか、さまざまな試みをして、最後にＮｅｗ

ｓ iと同じニュースギャザリングと申しますか、ニュースの配信サーバがあるんですが、

それを利用したニュースバードというＣＳチャンネルが震災の際にＵｓｔｒｅａｍとＹｏ

ｕＴｕｂｅ上でマルチキャスト、同時再送信でネット上に配信したりですとか、ニュース

コンテンツの流通促進にも継続して取り組んでおります。 

 最後になりますが、基本的にこの数年のインターネットインフラの整備、また、ほんと

うに権利者の皆様に大変お世話になっておりまして、権利処理の申請のプロセスも許諾の

スピードも非常に円滑になりましたので、ＴＢＳオンデマンドのコンテンツがリッチにな

りました。その結果、我々、事業的にも成功しましたし、配信している量が３,０００コ

ンテンツを超えて、非常に質、量ともに向上しております。我々もその流れをさらに加速

する形で、コンテンツを死蔵せずに積極的に活用していきたいと思っております。当然、

それに伴っては、きちんと権利者の皆様に配分をするですとか、利用と許諾のバランスな

ども意識しながら、今後も実務を通じてエンターテインメントコンテンツ並びにニュース

コンテンツの両方でＴＢＳとしてはきっちりとネットに事業で成り立つ形でコンテンツを

継続的に出していきたいというふうに考えておりまして、そういうことにさらに取り組ん

でまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

【村井主査】  ありがとうございました。 

 いろいろご準備をしていただき、それぞれプレゼンテーションをしていただきました。

どうもありがとうございました。 

 全体といたしましては、この委員会で議論を始めたときと状況が大きく変わってきてい

るのではないかというような点、さらに課題としての幾つかの点をそれぞれの視点からご

説明いただき、また、諸外国の状況等の背景などをいろいろな角度からご説明していただ

いたわけですが、ここで皆様からのご意見、ご質問をいただきたいと思います。どなたか

らでも結構ですし、どの点に関してもでも結構です。 

 はい、どうぞお願いいたします。 
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【華頂委員】  検討委員会の今後の進め方、資料１なんですけれども、このページをめ

くって１枚目と一番最後の参考ですか、注釈なんですけれども、この両方にクリエーター

への対価の還元についての議論、これがアンダーラインつきで記載されているんですけれ

ども、３ページ目ですか、検討スケジュール（案）を見ますと、そのことについての記載

がないということは、今後、この議論についてはどのような取り扱いがされていくのかを

お示しいただきたいんですが。 

【村井主査】  ありがとうございます。 

 これは事務局からお答えいただけますか。 

【竹村情報通信作品振興課長】  本委員会におきましては、従来の議論の経緯といたし

まして、私的録音録画補償金制度以外の手段によりましてクリエイターの方々への対価の

還元策について検討していこうということになってございました。今、ここに挙げました

ように、例えば権利処理の円滑化の問題ですとか、不正コンテンツをなくして正規流通の

環境を整備していこうとか、新しいプラットフォームを準備していこうとか、そういうも

のを通じまして、コンテンツ市場のパイを拡大して、その中でクリエイターの方々への対

価の還元策を検討していこうという流れだったと思います。それ以外の方策について、今

後のクラウドサービスなどの登場におきまして、どういうやり方があるのかということに

ついて、皆様からご提案をいただいて、この中で検討していきたいということでございま

す。現在、確たる案があるわけではございませんが、むしろ、皆様からいろいろご提案を

いただいて、ご提言をいただきたいというふうに考えてございます。 

【村井主査】  どうぞ、華頂さん。 

【華頂委員】  ということは、今後行われる会合すべてにかかわってくる問題というこ

となんですか、そういう取り扱いですか。 

【竹村情報通信作品振興課長】  もちろん、そういうことだと思います。いろいろな課

題を検討する中で、クリエイターへの対価の還元策ということについて念頭に置いて議論

をする必要があるのではないかと考えております。 

【村井主査】  よろしいでしょうか。 

 では、椎名さん。 

【椎名委員】  今のお話で、コンテンツ流通振興策によって、結果的に対価の還元サイ

クルを太くしていくというお話ありましたけれども、やはり一方で、今日のレポート、幅

広なレポートをいただいたんですけれども、コンテンツの価値が下落している、利用は拡
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大するけれども、価値は下落していく、番組製作の予算が下がってきているというような

状況がある中で、やはりコンテンツを取り回す上での利便性が増せば増すほど、なかなか

そういうビジネスにも影響を与えられてくるという構造は、パッケージ時代から配信にシ

フトしたとしても何も変わらないと思うんですね。個人の利便性の部分ということで整理

をすると、まさにダビング１０というような著作権保護ルールですかね、それを検討する

上での対価の還元ということが俎上にのぼって、関係者の検討を期待しましょうみたいな

ことで、その検討を横目で見ながらスタートしたダビング１０だけれど、一向にそういっ

たところが進んでいないという状況にある中で、やはり補償金制度以外というふうに書い

てありますけれども、むしろ、補償金制度にかわる何らかのソリューションを、対価の還

元のソリューションを考えていかなけばならないんではないかという意味で、僕はここの

部分を受け取っています。 

 今、まさに裁判というふうなことが起こっておりまして、ダビング１０の対応機器の中

で、デジタル放送のチューナーしか積んでいないものは補償金の対象であるのかないのか

みたいな極めて限定的な議論がされていて、ただ、裁判の影響のおかげで補償金制度をど

うするのかという議論自体が全く進まない状況にある。一方で、権利者への対価の還元は

どんどん細くなっていくという状況がございます。やはりこういったことは、国のコンテ

ンツ保護の基本に座る仕組みとかルールといった問題として、まさに行政の場で議論され

ていくべき問題だと思うんですが、なかなか進まないというところで、この問題をそうい

った観点からも今後検討していっていただきたいなというふうに強く思っております。 

【村井主査】  ありがとうございます。 

 そのほかのご意見、何かございますでしょうか。はい、どうぞ。 

【長田委員】  総務省に質問なんですけれども、資料２のコンテンツの不正流通のとこ

ろです。動画投稿サイトを利用した人が６２.２％で、かつＰ２Ｐファイル共有ソフトの

利用実態も２割という、この数字なんですけれども、これはどういう方が調査対象です

か？ちょっと非常に高い数字かなという、漠とした感じを持ったものですから。この後も

またユーザーの意識調査をすることになっていますけれども、どういう調査の仕方をした

のかによって、大分数字が変わってくるんじゃないかと思うんで、教えていただきたいと

思います。 

【松本情報通信作品振興課課長補佐】  事務局でございます。 

 資料につきましては２０ページでございます。Ｐ２Ｐファイル共有ソフトの利用実態の
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調査でございますが、総務省で昨年度実施いたしましたネット調査でございます。したが

いまして、対象はＰＣの利用者というところでございます。その理由は、Ｐ２Ｐファイル

共有ソフトの利用実態ということで、ほぼＰ２Ｐファイル共有ソフトに関しましては固定

のＰＣで使われる方というのがメーンでございますので、一方で動画投稿サイト等に関し

ましては携帯電話での利用というところも多いんですが、そういう利用実態がございます

ので、ＰＣに限定しているというところでございます。後段の今後実施いたします総務省

のユーザーの調査というところでございますが、これに関しましても、予算と時間との関

係で、現状ではＰＣ、ネットユーザーでの調査を想定しているところでございます。 

 以上でございます。 

【村井主査】  はい、どうぞ。 

【長田委員】  もしそれだとすると、もともとそこでＰＣの利用者を対象にしているの

にもかかわらず、日本国民に換算するとというか、日本国民の２割がというこの表現はち

ょっと違うんじゃないかというふうに思います。 

【村井主査】  動画投稿サイトの「ダウンロード、アップロード経験者」というデータ

と、「コンテンツの不正流通」というタイトルが実態と合っているのかなと思います。表

現の問題だと思いますけれども。今は殆どの市販のテレビにサイトの閲覧機能が入ってい

るようになっておりまして、それが不正だということは言えません。今、華頂さんや椎名

さんがご指摘されたような、やはり権利との関係というのを、それぞれ本日ご説明いただ

いたような新しいモデルの中でどのように考えていけばいいのかということを議論するの

が必要だと。それがその前段の話だったと思います。また、本日はクラウドのご説明をし

ていただきましたけれども、こういった様々な新しいサービスでそれがどういう課題を持

っているのかということもいろいろ理解をして議論していく必要があるかと思います。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

【畑委員】  日本レコード協会の畑と申します。よろしくお願いします。 

 総務省様に１点ご質問ですが、「総務省の取組」という資料のちょうどコンテンツの不

正流通の１ページ前、「放送コンテンツの権利処理一元化の推進」というところですが、

映像コンテンツ権利処理機構をコアにしまして、すべての権利処理について一元的に係る

実証実験を行うことを検討するという趣旨と理解してよろしいんでしょうか。 

【竹村情報通信作品振興課長】  これは現在、３年計画の２年目で、実験中でございま

して、現在の進捗状況は、まず、権利処理の窓口がいろいろな権利者団体に分散されてい
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たのを一元化すると。さらにそれをネット上で手続をやれるようにするということ。それ

から、権利料の支払いの請求についても今年度はシステム化していこうということで、こ

ういった実証実験を踏まえてシステム化ですとか窓口の一元化を推進していくということ

でございまして、おっしゃるとおり、映像コンテンツ権利処理機構がコアになって、そう

いった業務をしていっていただくことを期待しているものでございます。 

【村井主査】  そのほか、何かございますでしょうか。今の進め方、それからいろいろ

ご説明いただいた取組に関してのご質問やご意見でも結構でございます。はい、河村さん。 

【河村委員】  今日のところは、思うところは言わないでおこうかなと思っていました

が、権利者さん側のご発言が続いたので、一応、利用者の側から今日のところ、特にＴＢ

Ｓの動画コンテンツの流通促進に関する取組の発表、すごく興味深く聞かせていただきま

した。いろいろなご努力をされて、売り上げ推移などを見ていましても、要するにダビン

グ１０の話も出ましたが、私はもともとダビング１０なのか幾つなのかということと、こ

ういうこととはあまり関係がないと、影響はないというふうに思っていました。結局、何

が言いたいかといいますと、コンテンツの側がすごく網羅的に、どんな人の多様なニーズ

にもこたえられるようなものを用意して、すごく使いやすいサービスであって、十分リー

ズナブルな値段であったら、そんな網羅的に凝ったやつを個人レベルで録画してこまめに

とっておくなんてことはできなくて、見逃しもそうですし、過去のドラマもそうなんです

が、個人ではほんとうにものすごく思い入れがある何かに関して、何かとっておきたいと

思うかもしれませんけれども、基本的に便利になればなるほど、こちらが便利になればな

るほど、個人は録画をしなくなると私は思っております。ですから、ＴＢＳの方がまさに

おっしゃったように、不正流通云々という前に、きちんと権利処理された正規なものを、

たくさんコンテンツを、バラエティーをもっと用意するということこそが不正なものを駆

逐していく道だと私は思っております。しかも、不正なこと、さっきの長田さんのご質問

もありましたけれども、要するにアップロードしている人たちのことを一生懸命何とかし

ていくことによって、それはできるわけですから、私は何度も申し上げましたけれども、

日本中の地デジ移行が、一応、被災地抜かして成功したことになっておりますけれども、

日本中の録画機も持たない人たちのテレビも含めて、ダビング１０という仕組みが支配し

ていまして、そのためにカードだ、カードにかわる方法だ、また新しい社団法人ができる。

私、何度も思うんですが、録画を１１枚以上させないためという仕組みに、何でこれほど

のばかげた大げさなことをするのかと。むしろ、そういうことにお金をかけるとか、エネ
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ルギーをかけるんではなくて、ほんとうにきちんと権利処理されたいいコンテンツをたく

さん使いやすく流すと、そういうふうにしていけば、人々は手足を縛らなくても、そんな

面倒くさいことをしなくなります。だって、コンテンツは膨大にあるわけですから、個人

ではそのレベルで録画を一生懸命するとか、録画できる仕組みがあるからといっても、で

きっこないんです。だから、そういう個人でできない、ほんとうに多様なコンテンツを用

意して、多様なニーズにこたえるという仕組みが使いやすくできるということを目指して

ほしくて、便利になればなるほど権利者さんの利益が薄くなるという方向では、どう考え

ても、その反対に便利にならない世界を想定しなければならなくなります。それは大変不

幸なことだと思いますので、今、私が申し上げたような方向で考えるということをぜひ消

費者、利用者代表としては申し上げたいと思います。 

【村井主査】  ありがとうございます。そのほか、何かございますでしょうか。 

 それでは、主査としてまとめる前に、本日、ネットワークの話が出ておりませんので少

し現状と課題についてお話させていただきたいと思います。テレビがデジタル化されてフ

ルＨＤなど高解像度になりましたが、本日ご説明いただいたようなコンテンツというのは、

かなり情報量の多いストリームであり、これが非常に便利に使えるようになってくるとい

う背景には、やはり野村総研様のご説明にありましたように、ブロードバンドもモバイル

も非常に高速なネットワークができているということがあります。しかし、ご存じのよう

に、スマートフォンの発展で、帯域の圧迫や限界というのも出てまいります。私もいろい

ろお話を聞いている中で、多くの家庭のテレビがネットワークにつながって、ハイパフォ

ーマンスのネットワーク通信をするようになってくると、今度は家庭内のルーターやネッ

トワーク機器に課題が出てくるのではないかと思います。ルーターやハブ、スイッチとい

うのは１０年程度で調子悪くなってくる傾向がありまして、第１期ブロードバンド、つま

り２０００年頃に導入されたものは、そろそろ買いかえ時期が来ているということがござ

います。スイッチやハブというのは、動かなくなることもありますが意外と速度が出なく

なることがございます。これにはいろいろな理由があるのですけれども。そうすると、何

かテレビの映りが悪いとか、本日ご説明いただいたようなサービスがうまく動かないみた

いな話にもなってくるので、こういった課題もあるということをネットワークの専門家と

しては思ったわけです。 

 いずれにせよ、本日ご説明いただいたように、状況は非常に変化しています。テレビの

スペックを見ていますと、ご説明いただいたようなビデオストリームサービスへのエント
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リーであるとか、あるいは、今回、Ｐ２Ｐが少しネガティブに書かれているところもあり

ましたけれども、もちろん健全なＰ２Ｐをベースにした様々なアプリケーションであると

か、そういうサービスが付加されているものも非常に標準的になってきているような気が

いたします。もちろん、野村総研の方にご説明いただいように、スマートフォンの台頭が

非常に大きなインパクトを持っているのは、日々、私たち感じるところでございますので、

そういう意味で、状況が激変したというのが本日の委員会での前提ではないかと思います。

その激変した状況の中で、先ほど華頂さんや椎名さんにご説明していただいたように、本

委員会が今まで基調としていた話がどういう展開になっていくかとか、以前、堀さんなど

にもご指摘いだいた日本のコンテンツが世界の中で活躍するというような海外展開等がこ

れからどのような状況になるのかということを、本日ご説明いただいたようなことを前提

に議論をしていただく必要があるというふうに考えております。次回はそういった海外展

開、あるいは権利処理などの議論ができるような準備をしておいていただきたいなと思い

ます。そういった意味も含めまして、検討委員会の今後の進め方に関するご意見もいただ

きましたので、それをもとに、大体の計画としてはこの夏で答申案を取りまとめるという

方向での進め方のスケジュールをご提示したわけでございますので、その目標意識で検討

を進めていくということにご理解とご協力をいただきたいと思います。 

 また、次回は海外展開、権利処理に加えまして、先ほど少しご説明いただきました、新

方式のＲＭＰセンターの体制ということに関して、ご説明とご意見をいただくということ

でございますので、準備をお願いします。 

 それでは、私からは以上ですけれども、皆さんから何かございますでしょうか。 

 それでは、事務局、お願いいたします。 

【松本情報通信作品振興課課長補佐】  先ほど村井主査からお話がありましたとおり、

今後、本委員会を資料１に掲げさせていただきましたスケジュールに従いまして開催させ

ていただこうかと思っております。 

 次回会合につきましては、記載しておりますとおり、２月１４日１０時から開催するこ

ととしておりますので、何どそよろしくお願いいたします。開催案内、詳細等につきまし

ては、改めてご連絡差し上げます。 

 以上でございます。 

【村井主査】  それでは、会議は以上でございます。どうもありがとうございました。 

以上 


